
健康ガイド

19 広報ふじみ■

こんにちは ◆来所・有線電話相談
　　月～金曜日　8:30～17:00
   　　    　（有）8200
◆電話相談（２４時間対応）
　　　　　　　・62-8200
お急ぎでない方は、できるだけ平日
の昼間にお願いします。

健康ガイド 我が家は健康家族 平成17年度「健康標語」

その体　ほおっておくと　危ないよ
境小学校6年  林 　 拓 史 くん

1 1月の保健日程月の保健日程1 1月の保健日程（11月11日～12月10日）

【お問い合わせ】住民福祉課保健予防係　・62-9134　（有）9134

◆健康診査・予防接種

◆相談・教室

4 ヵ 月 児 健 診
7 ヵ 月 児 健 診
1 0 ヵ 月 児 健 診
2 歳 児 健 診
B C G
3 種 混 合

母 親 学 級 ②
赤ちゃんのお風呂の実習

平成17年7月生まれの人
平成17年4月生まれの人
平成17年1月生まれの人
平成15年9月～10月生まれの人
平成17年7月生まれまでの人
平成17年4月生まれまでの人

午後1:10（集合）
午後1:10（集合）
午後1:45（集合）
午後1:10（集合）

11月28日（月）
12月 7日（水）
12月 7日（水）
11月17日（木）

午後1:15～1：45
午後1:15～1：45

11月18日（金）
12月 5日（月）

保健センター

妊娠20週以降の方とその家族 午後7:00～7:1512月 8日（木）

乳 幼 児 相 談 乳幼児とその家族 午前9:30～10:3011月14日（月）
おやこふれあいのひろ 未就園児とその親 午前9:30～9:4511月16日（水） 保健センター

事　　業　　名

事　　業　　名

対　　　　象 期　　日 受　　付 会　　場

対　　　　象 期　　日 受　　付 会　　場

富士見町移送サービス事業・
富士見町福祉車両貸出サービスのご案内

在宅介護支援センターです在宅介護支援センターです

■内　　容
　　車いすに乗ったまま車で移動したい
　場合に利用できます。ただし、ご家族な
　どが運転する場合にかぎります。
■申し込み方法
　①社協に直接申し込みます。
　②予約日に、印鑑と運転免許証を持っ
　　て社協に車を取りに行きます。
　③使用後社協に車を返します。
　④利用料を支払います。
■利用料
　料金：5Ｋｍあたり１００円　
■利用時間
　午前8時30分～午後5時

【お申し込み・お問い合わせ】
　　富士見町社会福祉協議会
　　・62-6766　（有）8988・8989

■目　　的
　　一般の交通機関を使っての外出が困難な方にとって、医療機関
　への通院はとても大変なことです。町では、車いすのまま昇降でき
　る福祉車両で、医療機関までの送迎を行っています。（社協に委託
　して実施）
■対象者
　　対象となるのは、要介護状態の高齢者、若しくは障害者等であっ
　て、原則として車いすでの移動を行っている方となります。
■利用方法
　①町の介護高齢者係に申請します。（申請）
　②町介護高齢者係と在宅介護支援センター職員が身体状況等を確
　　認します。（調査）
　③町長が利用の可否を審査。
　④申請者に決定通知書の送付。
　⑤町長が移送サービス利用依頼書を社協に通知。
　⑥概ね2週間ほどでサービス開始となります。
■利用時間･料金等
　＊月～金（午前8時30分～午後5時）
　＊片道 ４４０円（往復 ８８０円）ただし生活保護世帯は無料

【お申し込み・お問い合わせ】
　　在宅介護支援センター　　　　・62-8200　（有）8200
　　役場住民福祉課介護高齢者係　・62-9133　（有）9133　

富士見町移送サービス事業 福祉車両貸出サービス事業


